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梨
県
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第
四
百
四
十
三
号
　
　
令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
七

山
梨
県
公
報

第
四
百
四
十
三
号

令
和
六
年

一
月
二
十
五
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
山
梨
県
県
税
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
税
の
申
告
等
の
期
限
の
延
長	

一
七

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

一
七

○
道
路
の
供
用
開
始	

一
八

公

告

○
令
和
五
年
度
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催	

一
八

○
換
地
処
分
の
実
施	

一
八

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

一
九

○
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定	

二
〇

○
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正	

二
〇

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
十
二
号

山
梨
県
県
税
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
又
は
条
例
に
定
め

る
申
告
、
申
請
、
請
求
そ
の
他
書
類
の
提
出
（
審
査
請
求
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
納
付
若
し

く
は
納
入
に
関
す
る
期
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
地
域
に
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所

を
有
す
る
者
に
係
る
も
の
で
、
そ
の
期
限
が
令
和
六
年
一
月
一
日
以
降
に
到
来
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
及
び
種
別
割
（
条
例
第
百
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
狩
猟
税
並
び
に
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
も

の
を
除
き
、
そ
の
期
限
を
別
に
告
示
で
定
め
る
期
日
ま
で
延
長
す
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
指
　
　
　
定
　
　
　
地
　
　
　
域

　
　
富
　
　
山
　
　
県

　
　
石
　
　
川
　
　
県

山
梨
県
告
示
第
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
甲
府
市
川
三
郷
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ

－

ト
ル
）

延
長

（
メ

－

ト
ル
）

甲
府
市
国
母
八
丁
目
五
〇
二
番
一
地
先
か
ら

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
字
梅
ノ
木
六
八
二
番
地
先

ま
で

旧

六
・
七
～

　
　
　
　
九
・
六
　
三
一
五
・
五

新

六
・
九
～

　
　
　
七
一
・
〇

　
三
一
五
・
五

山
梨
県
告
示
第
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
十
五
日
ま
で
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
指
　
　
　
定
　
　
　
地
　
　
　
域

　
　
富
　
　
山
　
　
県

　
　
石
　
　
川
　
　
県



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
四
十
三
号
　
　
令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

一
八

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
開
催
日
時
　
令
和
六
年
二
月
二
十
一
日
（
水
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

二
　
講
習
場
所
　
山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
最
勝
寺
二
千
二
百
九
十
番
一
号
　
山
梨
県
森
林
総
合
研

究
所
会
議
室
2

三
　
受
講
対
象
者
　
山
梨
県
内
に
住
居
を
有
し
、
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者

四
　
受
講
手
続

1
　
提
出
書
類
　
受
講
申
込
書

2
　
受
講
手
数
料
　
一
万
四
千
円
（
受
講
申
込
書
に
一
万
四
千
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入

証
紙
を
貼
り
付
け
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
手
数
料
は
、
申
込
み
を
取
り
消
し
、
又
は
受

講
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し
な
い
。
）

3
　
受
講
申
込
書
の
配
布
期
間
及
び
配
布
場
所
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
十
四
日

（
水
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県

の
休
日
を
除
く
日
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
山
梨
県
林

政
部
森
林
整
備
課
及
び
各
林
務
環
境
事
務
所
森
づ
く
り
推
進
課
に
お
い
て
配
布
す
る
。

4
　
受
講
申
込
書
の
受
付
期
間
、
提
出
先
及
び
提
出
方
法
　
3
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
、
住
所
地

を
管
轄
す
る
林
務
環
境
事
務
所
森
づ
く
り
推
進
課
に
持
参
す
る
こ
と
。

五
　
講
習
内
容

1
　
種
苗
に
関
す
る
法
令
　
二
時
間

2
　
種
苗
の
産
地
及
び
系
統
に
関
す
る
事
項
　
二
時
間

3
　
種
苗
の
生
産
技
術
に
関
す
る
事
項
　
二
時
間

六
　
そ
の
他

1
　
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

2
　
受
講
手
続
等
に
関
し
不
明
の
点
は
、
山
梨
県
林
政
部
森
林
整
備
課
（
電
話
〇
五
五

－

二
二
三

－

一
六
四
六
）
又
は
各
林
務
環
境
事
務
所
森
づ
く
り
推
進
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

◉
　
換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
茅
ヶ
岳
西
麓
地
区
第
二
工
区
）
の
換
地
処
分
を
令
和
六
年
一
月
九
日
実

施
し
た
。

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
上
野
原
丹
波
山
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ

－

ト
ル
）

延
長

（
メ

－

ト
ル
）

上
野
原
市
棡
原
字
坂
本
一
二
九
七
七
番
一
地
先
か

ら上
野
原
市
棡
原
字
坂
本
一
二
九
七
七
番
一
地
先
ま

で

旧

八
・
七
～

　
　
　
一
二
・
七
　
一
四
二
・
四

新

一
〇
・
九
～

　
　
　
一
四
・
一
　
一
四
二
・
四

山
梨
県
告
示
第
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ

－

ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

長
坂
高
根
線

北
杜
市
高
根
町
村
山
東
割
字
吉
原
一

五
二
八
番
一
地
先
か
ら

北
杜
市
高
根
町
村
山
東
割
字
吉
原
一

五
三
〇
番
一
地
先
ま
で

　
　
五
六
・
四

令
和
六
年
一

月
二
十
五
日

公
　
　
　
告

◉
　
令
和
五
年
度
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
五
年
度



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
四
十
三
号
　
　
令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

一
九

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

政
党
の
支
部

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
富
士
吉
田
市
第

二
支
部

渡

辺

大

喜

山
田
　
大

富
士
吉
田
市
新
倉
二
七
一
七

－

七

令
和
五
年
十
二
月

十
二
日

令
和
五
年
十
二
月

十
九
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
南
巨
摩
郡
第
一

支
部

望

月

　

勝

望
月
良
郎

南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
二
六
四
三

－

一
一

令
和
五
年
十
二
月

十
三
日

令
和
五
年
十
二
月

十
九
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
中
巨
摩
郡
第
一

支
部

石

原

政

信

田
中
光
治

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
九
二
〇

－

七

令
和
五
年
十
二
月

十
五
日

令
和
五
年
十
二
月

二
十
二
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
笛
吹
市
第
二
支

部

中

村

正

仁

丹
澤
幸
博

笛
吹
市
御
坂
町
夏
目
原
五
六
二

令
和
六
年
一
月
一

日

令
和
六
年
一
月
四

日

自
由
民
主
党
山
梨
県
富
士
吉
田
市
第

一
支
部

渡

邊

淳

也

近
藤
能
成

富
士
吉
田
市
下
吉
田
二

－

二
五

－

八

令
和
六
年
一
月
一

日

令
和
六
年
一
月
四

日

自
由
民
主
党
山
梨
県
美
容
政
治
連
盟

支
部

田

川

　

勲

河
西
久
美

甲
府
市
緑
が
丘
二

－

一
三

－

三
六

令
和
六
年
一
月
一

日

令
和
六
年
一
月
十

一
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

鈴
の
会

飯

富

　

理

令
和
六
年
一
月
四

日

令
和
六
年
一
月
四

日

旧

穂

坂

知

雄

新

友
雅
会

古
屋
ち
え
美

令
和
六
年
一
月
十

日

令
和
六
年
一
月
十

日

旧

手

島

宏

之

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
四
十
三
号
　
　
令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

二
〇

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

　
施
　
　
設
　
　
の
　
　
名
　
　
称

　
所
　
　
　
在
　
　
　
地

ツ
ル
虎
ノ
門
外
科
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病
院
介
護
医
療
院

都
留
市
四
日
市
場
一
八
八
番
地

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
五
年
山

梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

表
中
「
ツ
ル
虎
ノ
門
外
科
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
」
を
「
ツ
ル
虎
ノ
門
外
科
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病
院
」
に
改
め
る
。

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

植
田
と
し
み
を
支
援
す
る
「
植
田

会
」

植

田

　

守

植

田

　

翼

甲
府
市
西
油
川
町
三
五

令
和
五
年
五
月
十

日

令
和
六
年
一
月
五

日

天
野
ゆ
う
じ
後
援
会

若

野

重

和

白

輪

地

厚

大
月
市
大
月
町
真
木
二
一
三
六

令
和
五
年
三
月
三

十
一
日

令
和
六
年
一
月
十

一
日

小
泉
ふ
み
お
後
援
会

小

泉

彩

夏

坂

本

礼

加

大
月
市
大
月
三

－

八

－

二
六

令
和
五
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
六
年
一
月
十

一
日


